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◎群馬県告示第１２７号  

 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１３条第１

項の規定により、知事指定薬物を次のとおり指定するので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和６年５月１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 知事指定薬物の名称 

（８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［（チオフェン－２－イル）カルボニル］－９，１０－ジデ

ヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド（通称名１Ｔ－ＬＳＤ）及びその塩類 

２ 指定の理由 

  条例第２条第７号に掲げる薬物に該当し、県の区域内において濫用されるおそれがあると認められるため。 

３ 指定の効力が発生する日 

  令和６年５月２日 

 

 

 

◎群馬県告示第１２８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和６年５月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第１２９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和６年５月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

■ 告  示 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 足門前橋線 前橋市問屋町一丁目６番の
７地先から同市同１番の３
地先まで 

前 ２０．０～２３．０ ３９５．４ 

後 ２０．０～２６．２ ３９５．４ 

 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 足門前橋線 前橋市問屋町一丁目６番の３地先から同市同 1 番の
１地先まで 

令和６年５月１日 
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  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

県道 足門前橋線 前橋市問屋町一丁目６番の３地先から同市同 1 番の
１地先まで 

令和６年５月１日 
 

 


